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競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 の 手 引 き 

 

 

 

 

 

 

雨竜町が、令和５・６年度に発注する建設工事、測量・建築関係コンサルタント業務等および物品 

供給等に係る資格審査を行います。 

競争入札に参加を希望する方は、「令和５・６年度競争入札参加資格審査申請の手引き」（以下「本 

手引」という。）のほか記載例等の内容を熟覧のうえ、資格審査に必要な提出書類に不備・不足がない 

よう申請してください。 

 

 

 

◇ 建設工事 建設業法第２条第１項別表の建設工事の種類による２９工種 

◇ 測量・建築関係コンサルタント業務等 

（１） 測量  

（２） 建築関係コンサルタント 

（３） 土木関係コンサルタント 

（４） 補償コンサルタント 

（５） 地質調査 

◇ 物品供給等 

（１） 物品供給 

（２） リース・レンタル 

（３） 役務 

（４） 不用品回収 

（５） 業務委託 

 

 

 

令和５年１月１日 

 

 

 

１ 受付期間     令和５年２月１日（水曜日） ～ ２月２８日（火曜日）（郵送提出を基本とする） 

２ 申請受付時間   持参提出の場合は開庁日のみ（９：００～１１：３０、１３：００～１６：３０） 

３ 受付場所     雨竜町総務課総務担当 

(問い合わせ先)  ０１２５－７７－２２１１（課直通） 

※お問い合わせの前に、今一度、本手引をよくお読みください。 

１ 資格の種類 

２ 審査基準日 

３ 申請の受付期間・受付場所等 



 

１ 禁止要件 

次のいずれかに該当する場合は、資格審査を申請することができません。 

（１） 契約を締結する能力を有しない者 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されている者 

（５） 暴力団等排除措置要綱第７条に規定する入札参加除外者等 

（６） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（７） 国税（法人税、消費税および地方消費税）および都道府県民税（法人税、法人事業税）を滞納している者 

（納期限が到来しているものに限る。） 

（８） 市町村税を滞納している者（納期限が到来しているものに限る。） 

 

２ 必要要件 

■建設工事 

・ 令和５年１月１日時点で、建設業法による許可を取得後、引き続き２年以上その事業を営み、「経営規模等評 

価結果通知書・総合評定値通知書」（当該通知書に記載の審査基準日（＝決算日）が令和３年９月２日以降であ 

ること。）を有し、競争入札に参加を希望する工種（以下「希望工種」という。）に「完成工事高」があること。 

ただし、「解体工事」については、上記要件を満たす「とび・土工・コンクリート工事」の資格を有し、かつ、 

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」において「解体」に「完成工事高」がある場合は、令和５ 

年１月１日時点で「解体工事」業の許可を取得後１年未満であっても、当該工種の競争入札参加資格登録を希 

望することができる。また、「とび・土工・コンクリート工事」および「解体工事」両方の登録を希望する場合、 

希望工種数は２工種ではなく１工種として扱う。 

・  雇用保険、健康保険および厚生年金保険に加入していること。ただし、これらに加入義務がない者は除く。 

 

■測量・建築関係コンサルタント業務等 

・ 令和５年１月１日時点で、競争入札に参加を希望する業務等（以下「希望業務等」という。）の 関係法令に 

基づく登録後（土木関係コンサルタントおよび補償コンサルタントについては、希望業務等の部門に登録後）、 

引き続き１年以上その事業を営み、「事業高」があること。 

 

■物品供給等 

・ 令和５年１月１日時点で、引き続き１年以上その事業を営み、競争入札に参加を希望する品目等（以下「希 

望品目等」という。）に「売上高」があること。 

・ 希望品目等を営業するに当たり、法令により許可、免許または登録を必要とする場合は、当該許可等を令和 

４年１月２日以前に取得していること。 

 

 

 

・令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

・書類（別表１参照）郵送による申請を基本とします。（コロナ感染予防対策として） 

・提出書類審査後に許可通知を返送しますので、返信用封筒（84 円切手貼付）を同封してください。 

 ※返信用封筒が無い場合には競争入札参加審査決定通知書を送付しません。 

 

 

 

・申請業種（建設工事、測量・建築関係コンサルタント業務等および物品供給等）ごとに様式または提出書類が 

異なるため、業種ごとに１部提出すること。（別表１参照） 

・添付書類については、重複しない様に１部提出すること。 

 

 

 

４ 資格要件 

５ 資格の有効期間 

６ 申請方法 

７ 提出書類 



 

申請者に対する資格の有無は、「競争入札参加審査決定通知書」を返信用封筒により申請者に通知します。（送付時 

期は令和５年３月下旬を予定しています。）なお、この通知書は、紛失等による再発行は行いませんので大切に保管 

してください。 

 

 

 

 

 

令和５・６年度北海道内各市町村の入札参加資格申請書の様式に基づいて提出してください。 

・・・ 記載要領等については、令和５・６年度 北海道内各市町村の入札参加資格申請の手引き（工事・ 

設計等）【一般社団法人北海道土木協会 発行】を熟読のうえ、記載して下さい。 

 

 

雨竜町様式または、北海道様式に準拠した内容で提出してください。 

・・・  記載要領等については、雨竜町様式の記入例や北海道様式の記載方法等を参考のうえ、記載して下 

さい。 

 

 

・誓約書面の裏面に、法律、条例および施行令の抜粋が載る様に必ず両面印刷にて提出してください。 

 

 

・本町等の競争入札参加資格を有し、資本関係または人的関係にある方について記入してください。 

・特定関係業者が「なし」の場合も必ず提出してください。 

※記載内容に変更があった場合は、速やかに変更後の調書を提出してください。 

 

 

・令和５年１月６日「雨竜町告示第１号」についても御確認ください。 

８ 審査結果通知 

９ 記載要領等 

建設工事・設計等 

物品・役務等 

暴力団排除に関する誓約書および照会承諾書（様式第１９号） 

特定関係調書 指定様式（様式第２０号） 

その他 


